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構造設計協議会は，日米および太平洋周辺国の主要な設
計事務所と学識経験者によって構成されており，設立以
来35年が経過し，原則２年に１回の構造設計協議会は日
米双方で開催され，2016年６月までに16回を数えている。
これまでの日米構造設計協議会の開催地，提出論文数お
よび参加国・参加者数を表１に示す１）。
　これまで16回の日米構造設計協議会で発表された論文
は423編にのぼり，ほとんどが新築建物の構造設計と耐
震設計，既存建物の耐震診断と耐震改修，被災建物の修
理･改修に関する論文であり，それ以外のテーマ，例え
ば教育，資格などを扱っている論文もある。 

３.	第17回日米構造設計協議会の開催地，	
参加者数など

　第17回日米構造設計協議会は，2018年11月12～14日の

１.	はじめに

　2018年11月にニュージーランド南島クィーンズタウン
で開催された，第17回日米＋NZ構造設計協議会の様子
について報告する。

２.	日米構造設計協議会（ATC-15シリーズ）
の歴史

　1984年３月から米国のATC（Applied Technology 

Council）と，一般社団法人日本建築構造技術者協会
（JSCA：Japan Structural Consultants Association）によっ
て，構造設計と施工の改善に必要な情報の迅速な交換の
ために設立されたATC-15シリーズは，日米構造設計協
議会（US-Japan Workshop）と呼ばれている。この日米

表１　これまでの日米構造設計協議会の開催地，提出論文数および参加国・参加者数

開催地 論文数
参加者数

日本 米国 その他の国 合計

第１回（1984年）ハワイ 15 10 13 　 23

第２回（1986年）サンフランシスコ 23 17 23 　 40

第３回（1988年）東京 21 23＊ 16 中国（１），ニュージーランド（１） 41

第４回（1990年）ハワイ 22 22 22 ペルー（１） 45

第５回（1992年）サンディエゴ 18 18 18 中国（１） 37

第６回（1994年）ビクトリア 32 29 29 カナダ（26），インドネシア（３），台湾（１） 88

第７回（1996年）神戸 26 14 17 チリ（１），メキシコ（３），台湾（５） 40

第８回（1998年）ハワイ 17 12 13 　 25

第９回（2000年）ビクトリア 22 19 16 カナダ（16），中国（１），インドネシア（１），
スコットランド（１） 54

第10回（2003年）ハワイ 24 15 19 　 34

第11回（2005年）神戸 38 46 12 韓国（１） 59

第12回（2007年）ハワイ 26 22 15 　 37

第13回（2010年）ハワイ 31 18 18 　 36

第14回（2012年）ハワイ 32 17 14 ニュージーランド（２） 33

第15回（2014年）ハワイ 31 ９ 23 ハイチ（１） 33

第16回（2016年）奈良 45 25 21 ニュージーランド（17） 63

合計 423 316 289 83 688

＊東京大会では，ほかに200名の建築デザイナーや研究者が一般講演会の２日間に参加
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４.	各セッションの主要な話題

◦セッション１：�繰り返し襲う大地震に対する革新的な
構造設計

　長周期地震に対する巨大なTMDを超高層ビルに用い
た事例（日本），病院建築についての各国の免震構造導
入の事例紹介（米国）。
•セッション２：リスクの確認と削減
　ニュージーランドの津波対策（ニュージーランド），
非構造部材の耐震対策などの紹介（ニュージーランド）。
•セッション３：�レジリエンスと性能に基づく工学の進

歩と発展
　レジリエンスの定義が示されている。今回のワークショ
ップのテーマでもある。図１でこの青色の面積が小さい
ほどレジリエンスがあると評価される（ニュージーラン
ド）。
　レジリエンスとは，災害やテロなど想定外の事態で社
会システム事業の一部の機能が停止しても，「全体とし
ての機能を速やかに回復できるしなやかな強靱さ」を表
す言葉であり，防災や事業継続計画（BCP）だけでなく，
国家戦略，事業戦略に組み込むことで競争力の強化を図
ることができる。最近の「国土強靱化」政策の強靱も，
レジリエンスの意訳といえる。日本語では「復興・復旧
力」「防災力」ともいわれる。
　このセッションでは，東京工業大学・和田章名誉教授
の提言論文も発表されている（日本）。この提言につい
ては後で詳細に紹介する。
•セッション４：地震応答，復旧，修繕と再建
　2011年に大地震のあったニュージーランドのクライス
トチャーチにおける被害建物の再建工法の紹介（ニュー
ジーランド），筆者の日本の分譲マンションの耐震診断
の結果，補強工法および問題点の紹介（日本）があった。
•セッション５：最近と過去の大地震に学ぶ教訓
　2016年熊本地震における免震建物の観測応答記録の紹
介（日本）の中に，2011年東日本大震災時の東京電力福
島第一，第二原発の免震重要棟の地震観測記録も紹介さ
れており興味を引いた。大きな地震で最大800 gal近くも
あったが，免震構造によって200 gal前後と最大1/4にも

日程で，ニュージーランドのクィーンズタウンで開催さ
れた。クィーンズタウンは南島の風光明媚な観光地で，
荘厳にそびえる山々に囲まれ，美しくきらめく氷河湖ワ
カティプ湖畔に「ビクトリア女王にふさわしい」という
名前をもつ人口15,000人の街である。南緯45°にあるため，
我々が訪問した11月中旬は夜の９時半頃まで明るかった。
　今回は前回の第16回日米構造設計協議会に特別参加し
たニュージーランドが正式メンバーに加わり，ホスト国
としてワークショップを運営した。会議の名前も第17回
日米＋NZ構造設計協議会としている。
　参加者は，日本23名，米国18名およびニュージーラン
ド21名の計62名である。メンバーは設計事務所，官庁お
よび大学であり，活発な議論が行われた。テーマは「構
造エンジニアリングとレジリエンスの改善」であり，論
文発表は５つのセッションに分かれ，日本19編，米国14
編，ニュージーランド15編で，各セッションごとの討議
と，最後に全体のまとめの討議が行われた。

写真１　クィーンズタウンの景観

写真２　ワークショップの様子 図１　レジリエンスの定義（土木系）２）
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なっていることがわかる（図２）。
　また，建物被害でなく非構造部材の被害で，操業が停
止した生産施設の紹介もあった（日本）。

５.	和田名誉教授の提言
４）

　和田名誉教授の論文「次の大地震に対する，より強い
メガシティ東京の対策」の詳細を以下に示す。

５.１　最新の科学的な知見に基づく，より幅広い想像

力による思考

　国連の持続可能な開発目標（SDGs）の17のGoalのう
ち，Goal ９（強靱なインフラを整備し，包摂的で持続
可能な産業化を促進し，技術革新を育てる），Goal 11
（都市を包摂的で安全，強靱かつ持続可能にする）に従
ったレジリエントな都市づくりを目指すべきである。
我々の想像力が乏しいから，大きな災害に対する事前対
策が取られていない。自然への畏敬の念を忘れず，真摯
な対策を取ることが望まれる。

５.２　住む場所（土地），活動する場所（土地）を正

しく選択する

　日本の建物・住宅はその土地の災害リスクを十分に考
慮しないまま建設され，被害を受けている事例が多い。
活断層の考慮だけでなく，地盤増幅が小さいところを選
ぶべきである。また，日本は軟弱地盤帯に建設されてい
る建物が多いので，長周期地震動，高層建物の共振およ
び軟弱地盤の液状化等にも注意が必要である。

５.３　大都市では耐震設計係数を導入し，耐震強度を

高める

　日本の大都市は，地震被害が周りの地域に与える影響
および経済に与える影響が大きいので，建物とインフラ
施設の耐震設計係数を導入し，他の地域よりも強くつく
るべきである。
　例えば，1.25とか1.50とし，他の地域よりも大きな係
数を都市サイズに応じて採用すべきである。
　このような耐震設計方針は中国でも採用されており，
地震学的に定められた地震強度レベルは北京７，上海６

であるが，都市の重要性と規模を考慮しそれぞれ８と７
に１段階，大きくしている。

５.４　耐震強度の低い構造物の改修に対する戦略

　既存の土木，建築および木造住宅などで耐震強度の低
いものは補強が必要である。特に木造住宅は最新の知識
をもって設計・施工すべきである。
　土木・建築にかかわらず，鉄道，ガス・上下水道，ガ
ス，工場，プラントも最新の調査・診断が必要である。
有効な被害低減を図るために時間と費用がかさんでも，
建物の耐震改修を推進しなければならない。公的支援で
個人住宅および個人所有の建物の耐震改修を行うと税金
が有利になる。このように個人住宅を含む建物の耐震強
度を高めることは，社会的な運動としてバックアップさ
れるべきである。

５.５　集中している人口と機能の再配分

　過度の人口，機能の集中を防ぐことが日本の持続可能
性を高めるために必要である。
　日本は30年以内に大きな地震が発生すると想定される
地域に，過度の人口集中，社会・経済の活動，官庁機能
が集中している。集中している機能，人口を全国に配分
することが必要となるが，個人的な努力では進まない。
統合と集合の改変は中央官庁と自治体が動かないと進ま
ない。特に官庁，地方の自治体，会社の集中を防ぐこと
は政府によってしか行えず，これにより地震リスクの低
減に貢献すべきである。

５.６　人々が滞在可能で，避難することも可能な建物

を都市につくる

　地盤と建物の耐震対策の推進により，我々は地震の最
中でも建物の中に滞在し，動き回ることができる都市を
つくる必要がある。緊急輸送道路と避難路を担保し，災
害時においても常にライフラインを維持することは人命
の保護のために必要である。将来の都市災害を防止する
ための特殊な方法も考案する必要がある。例えば，局部
的な地盤条件を考慮した将来の地震動による予想マグニ
チュード地図を作成するなど，現状の住宅，斜面や道路

図２　東京電力福島第一，第二原発での観測記録３）
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５.９　構造的な耐震技術の開発と適用

　我々は日本の耐震工学技術を適切に推進するだけでな
く，より破壊的な地震における，構造物の予想を超えた
ひどい破壊を防ぐための研究開発を実施している。
　1995年の兵庫県南部地震の教訓により免震構造とパッ
シブ制震が進歩し，幅広く使われるようになった。2011
年の東日本大震災では地震と津波の複合した災害が発生
し，人々はこのような破滅的な災害に対する対抗手段の
重要性を認識した。予期しない破壊的な事象に対しても
過度な破壊を防ぐような，十分に高性能な構造技術の開
発が重要であることがわかってきた。
　我々は災害の中で生き残るだけでなく，大きな地震後
でも機能を維持しているインフラと建物が必要である。
最近の耐震設計基準では，構造部材の塑性変形により大
地震に抵抗することが期待されているが，この考え方で
は構造物の損傷を許容し，地震で倒壊せずとも損傷を受
けた建物はいつか破壊される。構造設計手法としては，
損傷は取り替え可能な部材に限定すること，さらに構造
物が経験したこともないような大きな地震動を受けても
危機的な状況にならないようにすることが必要である。
　このことを達成するには，免震構造とパッシブ制震が
すべての国の構造物に適用されることが推奨される。研
究者も設計者も経験を積み，高性能な耐震工学技術を開
発し，よりレジリエントな社会になるように成果を還元
すべきである。

５.10　	国内外の大地震を学び，国際的な共同作業と知

恵と行動の共有

　国内外の種々の地震被害の防止対策を知ることで，似
たケースに防止対策の適用が可能である。21世紀になっ
て日本では各地で大地震が発生し，今まで長い間地震が
発生しなかったところでも発生している。これはまさし
く地震リスクのない場所はないといえる。
　世界中に破滅的な地震が次 と々発生している。例えば，
スマトラ地震（2004年），汶川地震（2008年），ハイチ地
震（2010年），ネパール地震（2015年），台南地震（2016
年），イタリア中部地震（2016年），熊本地震（2016年）
などである。これらの地震には種々の共通的な特色があ
る。例えば異なる国それぞれにおける都市の構成，建物
とインフラ，交通，情報ネットワークの発達などであり，
災害を防ぐ努力は以前に発生した他の地域の災害を参考
にし，学ぶことによって行われる。

５.11　種々の分野における専門知識の共有と分担

　都市の大きな地震による被害を減少させて防ぐことは，
科学工学ばかりではなく，人類学，社会科学，経済，医
学など，種々の分野の知識を有する人が問題に対して包
括的に，連続的に専門分野の枠を越えて働くことが必要

などに基づくハザードマップを作成し，災害防止のため
に都市の開発計画を策定する必要がある。

５.７　情報通信技術の有効な使い方と強化

　災害時の情報通信システムの機能向上のためには，よ
り大きな通信容量，より寿命の長い蓄電池，普段よりも
長い継続性を求めての緊急時応答能力の向上を図るだけ
でなく，情報処理技術の進展を図り，災害が発生した際
に直ちに応じられるよう準備をする必要がある。
　東日本大震災では，携帯端末情報によるソーシャルメ
ディアにより情報が伝達され，携帯電話と固定電話の音
声通話は10％しか通じなかった。この経験により，通信
能力の向上が急遽図られた。第１の手段は，普段から災
害時の通信制限を防ぐためにインターネットと電話の通
信能力の向上を図ること。第２の手段は，携帯端末の基
地局を増やし，寿命の長い蓄電池を使うこと。緊急時に
は可搬型基地局，さらに衛星通信を直ちに使用できるよ
うにすること。第３の手段は，携帯端末をより寿命の長
い蓄電池を使えるよう改良し，緊急時はエネルギーセー
ブモードとすることである。

５.８　ポスト大地震に必要な事項の準備と行動

　地震被害を防ぐ有効な方法は，地域の特性を活かした
防災教育を学校，地域社会，公的・私的な施設を用いて
行うことである。地域の人 と々常日頃から親密な関係を
構築しておくことが重要，また外国人対策も必要である。
彼らは地震災害の何たるかも知らず，日本語もほとんど
通じない。大きな地震に備えるには，社会的なインフラ
と建物が地震後にも安全に生き残り，機能が維持でき，
人々を被害から守ることが大事である。大地震後の避難
の後に，防火対策，ライフラインの維持により，できる
だけ被害と社会の無秩序を減らすことが肝要である。あ
る程度の地震被害が避けられないことがわかれば，避難
と復興の仕事を分けて，自助，共助，公助を使い分ける。
この適切な役割分担によって社会経済的な損失を減らす
ことができる。

写真３　兵庫県南部地震時に特設公衆電話に並ぶ人達５）
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である。
　この目的のために知識は共有され，異なる専門領域間
で交換されなければならない。災害の防止，減少，復興
は多くの学問的な分野を含んでいる。しかし，学問とい
うのは特殊な分野に分割されており，研究者は他の特殊
領域の行為や討論には興味を示さず，他の分野の結果を
良く考えもしないで信用する傾向がある。自分の専門領
域のみの討論では，結果や行動に対する責任は限られた
範囲になりがちである。
　自分の専門的な領域での意見を深めるだけでなく，常
に異なる分野の人々の知識を活動的に共有・交換すべき
である。異なる分野の見方がなければ問題は解決しない。
　研究者とエンジニアは，災害の防止，減災を進めるた
めに，市民や管理的な立場で接している人 と々共同作業
を進めるべきである。

５.12　結論

　大地震は建物やインフラ施設を損傷させる。種々のポ
スト大地震に対する努力が必要である。例えば，救助，
医療的手当，仮設建物の準備，復旧と再建などである。
これらの努力はハードとソフトの複合的な形態により実
行される。
　人間は完全には自然災害に打ち勝つことができないの
で，プレ大地震の対策としてソフトウェアの対策が重要
である。もう一方で，ポスト大地震対策として人命救助
は，経済的・マンパワーの観点からもより有効である。
ハードとソフトの対策が，大地震対策としてより焦点が
当てられている。

６.	日本の分譲マンションの耐震診断と
耐震改修についての調査研究の概要

６）

　（筆者の発表論文。写真４参照。）
　大都市直下型地震や海溝型巨大地震の発生が懸念され
る日本では，1981年の新耐震設計法以前に施工された既
存建物については，1995年「建築物の耐震改修の促進に
関する法律」によって，耐震診断・耐震改修が要請され
るようになった。さらに2013年の上記法
律の改正（緊急輸送道路等の避難路沿道
建築物の耐震安全性の確保など）により，
分譲マンションの診断・補強が本格的に
開始された。
　この論文では，緊急輸送道路沿道建築
物の診断・改修計画に対する評価機関の
１つであるJSCAの耐震診断・補強判定
委員会（寺本隆幸委員長）で取り扱った，
2014～2017年度の237棟の分譲マンショ
ンの報告書を用い，その診断結果と補強
計画について検討すると共に，進まない

改修についての提案を示している。
　分譲マンションの耐震診断結果を図３に示す。耐震改
修が必要な建物が過半となっているが，耐震改修は進ん
でいない。分譲マンションの耐震改修が進まない原因は
以下のように考えられる。
•居住者と建物の老化が進んでおり，経済的に余裕が少
ない分譲マンションの居住者には，改修工事の費用負
担が多すぎて対応できない
•分譲マンションであるため，管理組合での合意の形成
がなかなか難しい
　現状では耐震補強が進まないまま次の大地震に遭うお
それがあるため，分譲マンション耐震改修の進め方とし
ては，助成の拡充と段階的な補強などをすすめることと，
何よりも住民にやる気を出させる継続的な助言ができる
仕組みの整備が必要である。

図３　分譲マンションの耐震診断結果

写真４　筆者の発表の様子
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　提案されている補強工法は，居ながら補強が可能な外
側補強が多い。外側補強の事例を図４に示す。外側補強
では，低強度コンクリートによるアンカー強度に留意が
必要である。下部SRC造＋上部RC造の混合構造の高層
建物の場合には，中間層のIs値が小さい場合も認められ
るため，中間層補強も考える必要がある（図５）。
　構造設計者としても，「社会的な負の遺産」としての
耐震性の不足する建物を積極的に補強し，次世代の負担
を軽減するように努力すべきである。

７.	おわりに

　英語が堪能でないと他国の参加者とのコミュニケーショ
ンは難しいものがあるが，なんとか交流を深めることが
できた。次回は米国がホスト国となり，2021年にハワイ
にて開催予定である。

写真５　参加者全員による記念撮影
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図５　下部SRC造＋上部RC造建物（混合構造）のIs値（平均）の高さ方向分布


